
Work Sharing Policy and Labor Market Flexibilisation in the
Netherlands
Heerma van Voss, G.J.J.

Citation
Heerma van Voss, G. J. J. (2002). Work Sharing Policy and Labor Market Flexibilisation in
the Netherlands. Japanese Journal Of Labour Studies, 44(11), 77-89. Retrieved from
https://hdl.handle.net/1887/14925
 
Version: Not Applicable (or Unknown)
License: Leiden University Non-exclusive license
Downloaded from: https://hdl.handle.net/1887/14925
 
Note: To cite this publication please use the final published version (if applicable).

https://hdl.handle.net/1887/license:3
https://hdl.handle.net/1887/14925


Nov.2002

No.508

T凪同十unω口.1tO" 、""n且聞ω日暗唱lJ 掴曹:lUll守崎和34平 4月

判例の意義と限界 -商谷敏

労働判例この1年の争点 -村中孝史

・中謹裕也

特集・海外の労働法制一一最近の動向一一

フランス労働法制改革の動向

一一社会的目標の実現と企業経営の自由の均衡の観点から・V.ヴォキエ
和緩制規の

力

法

圧
働

と

も
労
向

1

ア

動

リ

の

ラ

近

ト

最
日
一 -ジューチョン・タン

オランダにおけるワークシェアリング政策と労働市場の柔軟化

eG.J.J.H.ファン・フォス

梅津隆著f情報サービス産業の人的資源管理』
橘木俊詔著『安心の経済学』

-鳥取部真己

・金子能宏

JIL'労働文献目録 -日本労働研究機構

THEJAPANINSTITUTE LABOUR



平成14~1l月 25日発行(毎月 l 闘25日発行)通巻割施号昭和34年 4 月 25日第 3 鍾錫便物認可

NIHONRODOKENKYUZASSHI

THEJAPANESEJOURNALOF

LABOURSπIDlES

定価出895同
(本体=853同}

SatoshiNishitani

YoshihiroKaneko

Vincent~ 弘uq U1 er

Joo-CheongTham

ぬ1.44November2002No.11

I11I111I1111111111111111111111 雑誌僻11

ToshiakiTachゐanaki，EconomicsofAssuran

JILBIBLIOGRAPHYOFlABOURPUBLICATIONS

OPINION
SignificanceandLimitofCaseLaw

DIALOGUE
LabourLawPrecedents2000-2001:TheIssuesInvolved T北部hiMuran北a

HiroyaN北akubo

SPECIALISSUE一一NewTrendsinLabourLawofFr組問，AJ凶往aliaandNetherlands

ARTICLES
NewτrendsinRe品rmationofFrenchLabourLaw
DeregulationofAustralianLabourLaw
WorksharingPolicyandLabourMarketFlexibilisationinthe
Netherlands GustavJ.J.HeermavanVoss

草

BOOKREVIEWS
T北部hiUmezawa，TheHumanResourceManagementinInfo1・mation
TechnologyIndusり MakiTottoribe

PUBLISHEDMONTHLYBY

THEJAPANINSTITUTEOFLABOUR
Sh尚北uMonolith，3-1，Nishishi中llcu2-chome，Shi吋uku-kuTokyo，Japan

8・23，Kamishak吋ii4・chome，Nerima-kuTo勾叫Japan
Homep帯:http://www.jil.go.jp/

編集人・小野旭/発行人・日本労働研究機構 本箆掲歳記事の無断転畿を禁止します Q2002 PRINTEDINJAPAN ヨシダ印刷株式会社

11106967110000



特集・海外の労働法制一一最近の動向一一
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オランダのワークシェアリング政策は，労働市場の柔軟化に関する労使関の広範な合意と

失業対策の成功のおかげで，各国から注目を浴びてきた。最も重要な要因は， 1999年1

月1日から施行された「柔軟化と保障法Jである。同法の本当の成果をみるにはもう少し

時間がかかるかもしれないが，少なくとも，ほほ同時期に制定された「労働者派遣法」に

より，労働者派遣会社が事業の自由を得たことは大きな立法上の成楽である。今や，オラ

ンダは，二つの制度を有している。一つは，正規の(期間の定めのない契約を有する)労

働者の解雇規制，もう一つは，他の形態の労働関係に対する高水準の柔軟性と労働者の地

位の保障である。今後は，解雇手続が，議論の対象となるであろう。オランダは他国から

成功した園と見られているようであるが，それは，労働組合が，失業に関する行き詰まり

状態を打開するために，長期にわたって獲得されてきた既得権を積極約に交渉の組上にの

せていることによるのである。
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四新立法の評価

も

I はじめに

オランダのワークシェアリング政策は，労働市

場の柔軟化に関する労使関の広範な合意と失業対

策の成功のおかげで，各国から注目を浴びてきた。

最も重要な要因は.1999年1月1日から施行さ

れた「柔軟化と保障法Jである。この法律は，失
業を減らすために，オランダの労働法のなかに長

期にわたって取り入れられてきたいっそうの柔軟

化の成果である。私は，まず，いくつかの指標を

日本労働研究雑誌

示し，次いで，立法の沿革を説明し，最後に，最

近の立法のなかでより広範囲にわたって規定され

ている柔軟な労働関係の四つの形態について述べ

てみたU、

E 指標

1980年代を通じて，オランダは，高い失業率

と相対的に低い経済成長率に苦しんできた。1990

年代に，この構図は劇的に変化した。以下の指標

がこのことを倒証している。

この時期のオランダの相対的に低い失業率は各

国のせん望の対象である。とはいえ，最近(2002

年夏)少し上昇している。多くの要因によって，

オランダにおける低い失業率を説明できょう。

・貿易関家としてのオランダは，アメリカの経

済成長によって恩恵を受けてきたという事実

・1994年以降政府によって導入された減税

・労働組合の節制的な賃金要求

・高額の疾病手当，これが，憶された失業に影
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表1 実質国内総生産1)

1983 1985 1990 1995 1998 1999事

日 本 2.3 4.4 5.1 1.5 一2.8 1.4

オランダ 1.7 3.1 4.1 2.3 3.7 3.0

ED 1.7 2.6 3.0 2.4 2.7 2.1

アメリカ 4.0 3.6 1.7 2.7 4.3 3.8

表2 平均失業率2)

1980 1985 1990 1995 2000 2001

日本 2.0 2.6 2.1 3.1 4.7 5.0

オランダ 6.0 9.3 5.9 6.6 2.8 2.4

ED 8.1 10.5 8.1* 7.6

アメリカ 7.2 7.2 5.6 5.6 4.0 4.8

響を及ぼしている

・パートタイム労働の比率の高さ

しかし，このような現象を説明する要因の中で

最も重要なものは，1980年代以降の雇用関係に

おける柔軟性の促進であるという考え方が，一般

に受け入れられているo

統計によれば，オランダにおける708万人の雇

用のうち，

・412万6000人は，フルタイム場働者が従事

している(58%)。

・295万4000人は，パートタイム労働者が従

事している(42%)。

また，この708万人の雇用のうち，

・634万人は，期間の定めのない契約関係によっ

ている(89.5%)。

・74万人は，柔軟な雇用関係によっている

(l0.5%)0

後者の74万人という集団のうち，

・26万9500人は，派遣会社により雇用されて

いる派遣労働者である(労働力全体のうちの3.8%

であり，柔軟な雇用関係のうちの36.4%にあたる)3)。

これらの数字を理解するためには，オランダで

は，パートタイム労働が広範に受け入れられてお

り，多くのパートタイム労働者が期間の定めのな

い立場(正社員の地位)を有していることを知る

必要がある。オランダにおいて，rパートタイム
労働jという用語は，企業内での標準的な労働時

間に比較される短い労働時間を意味するにすぎな

80

いのである。

E 歴史的発展

労働財団

歴史的にみて，オランダにおける使用者団体と

労働組合の全国的レベルでの強国な協調関係は，

第二次世界大戦終結時にさかのぼる。当時，国家

再建の必要性が強く意識され，使用者団体，労働

組合および政府は，国民経済を復興するために密

接に協力することを決定した。こうして，全国的

な使用者団体と労働組合から成る民間団体である

労働財団が設立された。この協調関係は，賃金引

き上げについての全国的な決定過程を含んでいた。

1950年代には，国民経済を再建し，高い保障水

準での全国的社会保障制度を設立する目的から，

賃金水準は低く維持された。この協調関係によっ

て，争議発生率は低下していった。1960年代に

は，労働者が経済成長に連動した高い賃金を要求

し始めたため，この協調関係は，弱体化した。

1970年の新しい「賃金法JJこおいては，賃金交
渉は，政府の干渉からほとんど完全に解放された。

全国的な協議，協同および調整の方法は，現在ま

で、残っているが，今日では，産業分野や企業レベ

ルでの交渉が，集団協約において，賃金水準を自

由に決定している。

No.508/November2002
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ワッセナー合意

しかし，労働組合の側からの節制的な要求とい

う伝統は，その後も，長い間続いていた。オラン

ダの労働組合は，雇用創出を保障するために，経

済成長と連動した高水準の社会保障や賃金引き上

げを含む，連帯といった課題を常に重点としてき

た。1960年代を通じて，社会保障予算は，徐々

に増加し，1970年代には，インフレに連動(ス

ライド)した自動的な給付補填が，労働協約の中

に一般原則として盛り込まれるようになった。

1970年代の二度にわたる石油ショックの後，

1980年代初頭には，これらの事情が，高い失業

率をもたらすことになった4)。

1982年に，ハーグ近郊のワッセナーで，最も

重要な全国的労働組合間Vの指導者ウィム・コッ

ク(現[執筆時]首相)と最も重要な使用者団体

VNOのクリス・ファン・フェーンが，歴史的な

合意に達した。彼らは，賃金におけるインフレに

連動した自動的な補填制度(スライド制)を廃止

し，代わりに失業対策のために労働時間短縮を開

始することに合意した。この合意によって，彼ら

は，政府が政策や権限を通じてみ活りに賃金交渉

に介入することをくい止めた。この労働時間短縮

の重要な側面は，これが，柔軟性を伴って導入さ

れようとしたことであるoすなわち，すべての人々

に対する一般的な労働時間短縮(たとえば，適36

時間制)ではなく，産業分野や企業レベルで選択

できる多様な形態のものである。オランダの労使

関係に対するワッセナー合意の影響は，三つの点

で重要性を帯びているO

1 1980年代を通じ，労働時間短縮が達成され，

平均で週38時隠労働となっているが，多くの多

様な形態で行われている(たとえば，休日の増加，

勤務時間の特定されない労働日，14日ごとの午後の

休暇など)。

2 同時に，政府は，パートタイム労働の促進に

着手した。オランダでは，子どもを持つ女性が自

宅で育児をするという強い伝統によって，女性の

労働市場への参加は，比較的低率で、あった。その

ため，1970年代の女性解放運動とともに，パー

トタイム労働は，ひとつの実際的な妥協策として

日本労働研究雑誌

提案されるものとなった。子どもを有する多くの

女性が，パートタイムの職で働き始めることにな

り，女性の就業率は，相当に増加した。

3 使用者は，同時に，多くの有期契約を導入し，

派遣会社を通じて多くの労働者を雇うことにより，

労働力の外部的な柔軟化を促した。労働組合は，

このような傾向に対する抵抗を徐々に弱めていっ

た。多くの求職者は，国の公的な職業紹介所が仕

事を供給することができない反面，派遣会社が実

際に雇用を提供することができると認識するよう

になった。これらの雇用は，有期のものであった

が，多くの場合，労働者はひとたび企業に採用さ

れれば，最初の契約期間の終了後には，期間の定

めのない地位で引き続き企業内に留まることがで

きた。これ以外にも，いわゆる「呼び出し契約j

が，大変普及し，裁判所によって，また，労働組

合によっても受け入れられた。

この結果，1998年には，オランダの労働力の

うち，56%だけが通常のフルタイム雇用であり，

13%は有期契約によるもので，37%はパ}トタイ

ム労働であり，そのうちの75%は女性である5)。

解雇規制

オランダは，解雇に対しては，大変ユニークな

保護制度を持っている。原則として，労働契約の

解約は，労働行政機構の地方局長の事前の許可が

なければ，可能とはならない。大企業からの批判

にもかかわらず，この制度は依然として存続して

いるo

労働組合および小企業は，この制度に好意的で

ある。使用者は理由がある場合にだけ労働者を解

雇できるから，労働組合は，その解雇予防的効果

を評価する。小企業は，この制度を不当解雇につ

いての労働者からの訴訟に対する保障とみなして

いる。

しかし，期間の定めのない労働契約の労働者に

対する正規の解雇手続は，使用者にとって煩演な

ものと考えられていた。労働局長の許可が請求さ

れた事案のほとんどで(約90%)，許可は認めら

れたが，使用者は，解雇許可が政府の権限に属し

ていることを容認していない。

実際，裁判所に対して労働契約の解消を請求す
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る(民法典第7篇685条)ことにより，このよう

な行政上の「許可手続Jを回避しようとする使用
者が増加してきた。この司法上の解雇手続は，

「厳格な理由Jが存する場合にのみ可能で、あるが，

裁判所はこれを通常の解雇手続として受理するよ

うになり，使用者や法律家の間でも評判をとるよ

うになった。1998年には，解雇手続の半分が，

この方法で行われていた。使用者にとっての唯一

の不都合な点は，.裁判所が使用者に対して，通常

行われていることであるが，労働者に補償を義務

づけることである。1997年に，関係する裁判官

の団体が，勧告を公表したが，そこには，この補

償の算定方式の提案が含まれていた。rA(勤続年
数) xB(月給額) xC(調整係数)Jという算式

である。この調整係数は，使用者が解雇に責任を

有する場合には， 1以上であり，労働者がより嚢

任を負う場合には， 1以下であるO このような算

定方式は，この手続が実際に採られるならば，解

雇された労働者に対して契約解約手当(解雇補償

金)の権利に途を開くものとなっている。

柔軟性の導入

労働市場をより柔軟化するため院，様々な形態

の「柔軟な労働Jが一般化してきた。主として，
1980年代の経済的に不安定な時期に，使用者が，

有期労働契約をより頻繁に活用し始めた。しかし，

この有期労働契約の更新は，制定法によって事実

上制約が課されていた。すなわち，有期労働契約

がひとたび更新されるとその契約は期間の定めの

ない労働契約として扱われ，そのため，契約終了

のためには解雇予告によってはじめて解約されう

るので，それゆえ，政府の許可が必要とされた。

そのため，多くの使用者は，有期契約の更新を避

けるため，派遣会社の利用や「呼び出し契約Jの
ような他の形態の柔軟な労働関係を活用し始めた

のであった。こうして，これらの柔軟な労働関係

の活用が，1990年代，大変な好評を博した。裁

判所は，これらの新しい形態の柔軟な労働関係を

受け入れたが，長期に継続する関係の場合には，

裁判所は，労働者に対して， (期間の定めのない)

労働契約としての通常の保護を，しばしば認めた。

他方，労働組合は，労働契約における柔軟性の必

82

要性を徐々に認めていった。たとえば，1990年

代の多くの労働協約において，有期労働契約は，

2回以上更新されるとしても，全体の契約期間が

たとえば2年以内に収まっている場合には，解雇

予告を必要とすることなく，更新されるというこ

とが認められているO 民法典に対するこのような

例外規定は，労働協約において合意されている場

合には，許されていたからである。また，派遣会

社の利用は，労働組合によって積極的に受け入れ

られるようになったが，それは，労働組合側が，

以下のように判断したからである:多くの労働者

は，自分たちが派遣労働者としてひとたび採用さ

れれば，その後は，期間の定めのない地位で働き

続けることができる形で，企業に採用されるとい

う点で労働者派遣は役に立つと評価している。

「柔軟性と保障」

1996年に，労働財団によって，新しい合意が

実現した。労使の中央組織は，r柔軟性と保障j
と呼ばれる報告書に同意した。この報告書は，

「包括的な取引」である。労働組合は，労働者を

不当解雇から保護するために，通常の労働契約の

解約に対する行政による予防的監督の制度を存続

させることを希望した。使用者は，他の形式の労

働契約，特に有期労働契約におけるよりいっそう

の柔軟性と引き替えに，この要望を受け入れた。

また，労働組合は，当該の労働者のより強力な地

位と引き替えに;r呼び出し契約Jと派遣会社を
認めたのであった。

この報告書の一般的な考え方は，どのような労

働関係の始期においても，柔軟性は認められるが，

それが，長期にわたって継続するのであれば，そ

こで選択された契約形態が何であれ，労働者のよ

り強い保障が，使用者の責任とともに，認められ

なければならないというものであるO

こうして，よりいっそうの柔軟性が，有期労働

契約とともに，期間の定めのない労働契約に関す

る解雇法制にも取り入れられることが提案された。

派遣会社は，規制が縮減されるとともに，派遣会

社から派遣される労働者の地位は，特に一定の期

間働き続けた後は，改善されることとされた。同

じ制度が，r呼び出し契約Jに基づき雇われる労
No.508/November2002
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働者にも適用されることとされた。政府は，労働

財団の報告書において提起された方針にほとんど

全面的に従って，制定法を改正した。このように

して，r柔軟性と保障に関する法律jが， 1999年
1月1日に導入された。

「ボルダー・モデルjという名称は，オランダ

において，使用者組織と全国的労働組合の間での

このように新しく打ち立てられた協調関係に対し

て，授けられた。全国レベルでの緊密な協調関係

という古くからの伝統に依拠しながら，各団体は，

労働関係は，高水準の失業率やグローバリゼーショ

ンから起因する新しい要求に対処するために，変

革きれなければならないと認識したのであった。

「ボルダーJは，オランダでは，海水から得た土
地の一部，すなわち，海水の中に堤防を築き，海

水を排出することにより実現したものであるO 物

語にもある考え方によれば，オランダの文化は，

水との永遠の蔚いを通じて形成されているのだが，

そこから，オランダ人は，協調し，妥協を受容す

ることを強いられてきたと言われているO 今日で

は，rポルダー・モデルjは，使用者と労働者が
双方の利益のために協調するという優れた能力に

立脚しているのであるO も

新しい立法

新しい立法は，二つの制定法から成っている。

a 1998年 7月1日の「労働者派遣法J

b 1999年 1月1日の「柔軟性と保障法J

前者の立法は，独立した制定法である。後者は，

幾つかの制定法の修正を含んでいる。重要なもの

は，民法典における修正である。民法典における

新しい条項あるいは修正された条項のうち最も重

要なものは，本論文の末尾(89-91頁)に掲載し

であるO

解雇手続をより効率的にするために，r柔軟性
と保障法」の中に，幾つかの措置が取り入れられ

た。それは，解雇予告期間の短縮化，経済的理由

による解雇の場合の失業手当取得の簡便化，労働

者が解雇を受け入れ失業手当を要求するだけの場

合の「異議不申立J手続などである。権利濫用を

防止するため，地方労働局長が解雇許可請求を受

理した後に疾病が生じた場合には，疾病中の労働
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者に対する解雇制限が明示されている。

次に，パートタイム労働，有期労働契約，呼び

出し契約および派遣労働者といった最も重要な柔

軟な労働関係の規制について，詳しく述べておこ

つO

W パートタイム労働者

オランダは，パートタイム労働における「世界

チャンピオンjである。パートタイム労働者の大

半は，女性であるが，男性も時々パートタイムで

働くことを選択することがあるO

パートタイム労働は，一般に，r正規の労働J
として受け入れられているO 原則として，企業は，

ノtートタイム労働者とフルタイム労働者を，労働

時間数に比例して，平等に扱うのである。もちろ

ん，年金制度や昇進・異動などの問題は残されて

いるO パートタイム労働は，すべての産業分野で

同じように受け入れられているのではなく，多く

は，事務の分野であるO また，最も高い地位の職

にもまだ受け入れられていない。これは，いわゆ

る「ガラスの天井」の原因のーっとLてみなされ

ているものであり，多くの女性は，より高い地位

の職に到達するためには，実際に多くの課題を抱

えているO

オランダにおけるパートタイム労働者の地位は，

法的には，原則として，フルタイム労働者の地位

と異なることはない。1996年に，民法典は，労

働時間数に比例した，パートタイム労働者とフル

タイム労働者の平等待遇を明記した。したがって，

欧州連合のパートタイム指令の適用は，オランダ

では大きな問題とはなっていない6)。

2000年 7月に，r労働時間調整法」という名称
の法律が，オランダで導入された。この法律は，

労働者に対して，労働時間数を増減して調整する

という要求を行うことを認めている。使用者は，

厳格な金業経営上の理由からのみ，そのような要

求を拒否できるにすぎない。法律は，そのような

理由を例示している。たとえば，使用者は，労働

時間を縮減する請求を拒否するためには，それが，

勤務時間割りに重要な問題を引き起こすことを明

らかにしなければならない。労働時間を延長する
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請求を拒否するためには，使用者は，定員がない

とかそのための予算がないとかの主張をすること

ができょう。

実際，この法律は，使用者の自由にかなりの制

限を加えているとみなされている。それは，男性

と女性が仕事と家庭責任を調和させる可能性につ

いて，オランダの立法者が配慮した表現であると

いえよう。それは，また，オランダにおけるパー

トタイム労働の受容の反映でもあるo

V 有期労働契約

オランダでは，最初の有期労働契約は，目的や

期間を問わず，自由に締結することが常に可能で

あった。原則として，その利用は，法的には制限

されていなかった。しかし，1999年まで，民法

典は， 2回目の継続する有期労働契約は，解雇予

告なしでは終了されないと定めていた。このこと

は， (解雇理由の妥当性を審査する)労働行政の地

方労働局長の事前の解雇許可の要件と解雇予告期

間の遵守を意味していた。これらの制限は，期間

の定めのない労働契約のための制限と異ならない

ものであるだけに，使用者は，この立蘇規定が様

めて制約的であると考えていた。

こうして，原則として，これらの制限を回避す

るために，二通りの方法が設けられていた。

a 使用者は，二つの契約の関に，少なくとも

31日間の関縞を置くことによって，この期間経

過後は，2回目の契約は継続した契約とみなされ

ないことである。実際には，使用者は，しばしば，

労働者派遣会社を通じて，有期契約終了の直後に，

同一の労働者を同一の職のために麗い入れること

がある(いわゆるf回転ドア構造J)。最高裁判所は，

1991年のカンピナ事件において，使用者が数年

にわたって，このような手段を用いている場合に

は，法律の合理的な適用によって，その有期契約

は，民法典の意味する継続する有期労働契約とし

てみなされなければならないと判示した7)。他の

事案では，労働者が最初は，労働者派遣会社を通

じて受け入れられ，その後，派遣先の企業に麗わ

れて同一の仕事を継続していた。この事例におい

ては，労働者派遣会社のために労働に従事した期
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簡は，民法典に定められた最長2カ月間という試

用期間の算定に含まれると判示された8)。

b 次に，労働協約によって，この準則の例外

を設けるという民法典に定められている可能性を

利用することである。1980年代の高水準の失業

のために，労働組合は，しばしば，.労働協約にお

いて，この準則の例外を認めた。幾つかの産業分

野や企業レベルでの集団協約において，解雇予告

をなす義務は，労働者が同一の使用者吋に対して，

一定期間(しばしば2年)労働した後にのみ適用

されると定めていた。

前述のように，裁判所は，前者の可能性を厳し

く解釈したので，後者の選択の可能性が重要になっ

た。使用者の全国組織と労働組合の関での1996

年の「柔軟性と保障Jに関する先の合意の結果，

オランダ政府は，r柔軟性と保障に関する1999年
法Jにおいて，有期労働契約の新しい制度を導入
した。それは，新法の最も重要な変更点である。

現行の準則(民法典第7篇668a条)によれば，

全体で3年の期間内に収まっていれば，解雇予告

を行うことなく終了させることができる三つの継

続した有期労働契約を結ぶことが可能である。4

回目の契約，あるいは最初の契約締結からの労働

に従事した期間が全体を通して36カ月を超えて

いる契約は，自動的に(r法的にJ)期間の定めの
ない契約に転換し，労働者に対し解雇についての

(期間の定めのない労働契約としての)保護を与え

ることになる。

この転換は，有期労働契約を使用者にとって魅

力的なものとすることを期待されている規制緩和

の一つの重要な形態である。

新しい条項の可能性を濫用することを回避する

ために，三つの原則が取り入れられた。

・3カ月以内の間隔をおいて締結される複数の

契約は，継続しているものとみなされる。

・同一の使用者と同一の労働者の閑での継続す

る有期労働契約にとっては，別個の契約によって

遂行される労働が，同ーのものであるかどうかは

重要ではない。

・業務に関して相互に承継しているとみなされ

るべき2人の継続する使用者のために，同一の労
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働者が労働に従事する場合の有期労働契約は，継

続する契約とみなされる。だから労働者が，継続

する契約の一部については，派遣会社のために労

働した場合にも，契約継続の準則は適用される。

ここでは，4面白の契約が決定的役割をはたす。

つまり，その時点で，労働者を雇用する使用者は，

期間の定めのない契約による使用者となるからで

あるo もちろん，この場合に，継続する契約によ

り従事される労働は，同ーのものでなければなら

ない。

この新しい立法規制は，有期労働契約に関する

最近のED指令に合致している。しかし指令は，

同時に，期間の定めのない契約の労働者と有期労

働契約の労働者との平等待遇の原則が導入される

ことを求めている。これは，おそらくオランダに

おける立法規制を必要とすることになるが，実際

には，実質的な変化をもたらすことはないで、あろ

う。だが，期間の定めのない契約の労働者と有期

労働契約の労働者とでは賃金体系を異にしている

一部の企業では，この原則について衝突問題が起

こることになるo

W 呼び出し契約

独特の類型であるこの呼び出し契約のもとでは，

労働がなされるべき時間数や具体的な勤務時間帯

は，あらかじめ設定されていない。オランダにお

いてこの形式の契約の人気は，大変高いものがあ

る。全労働力のうち約6%が，この形式の契約に

よって，労働をしている。この形式の契約は， 16

%の企業によって利用され，その従業員数の平均

17%を占めている9)。この形式の契約には，幅広

い内容があり，仕事の確保がかなり不確実な数時

間のものから，実際の勤務の確実性の高い逓

20---30時間といった時間数の多いものまである。

呼び出し契約に基づいて働く労働者の法的地位

は，時にそれほど強いものではなかった。理論的

には，二つの形態の呼び出し契約が区別されてい

た。

・ゼロ時間契約:この契約は，労働が行われる

日本労働研究雑誌

あるいは与えられるということを保証しない。労

働が用意されているとしても，両当事者は，その

労働に従事することを完全に自由に決めることが

できる。これ自体は，労働契約ではなく，予定賃

金などの枠組みを定める合意である。労働者が具

体的な呼び出しに応えるたびごとに，労働者は，

使用者と有期労働契約を締結することになる。

・上下限時間設定契約:この契約は，最低限の

労働時間数を定める。たとえば，労働時間は，逓

20---30時間の聞と定めることになるo 勤務時間

帯はあらかじめ定められておらず，きわめて柔軟

であるが，この契約は，労働契約である。

しかし，使用者は，いわゆるゼロ時間契約を結

んだとしても，実際には，労働者を使用すること

はまれということがよくある。裁判所は，このよ

うなやり方について，労働関係が緊密になれば，

民法典のもとでの労働契約として認定されやすく

なるという解釈を行ってきた。これは，労働者に

賃金と労働の機会を要求する権限を認めようとす

る考え方である。また，裁判所は，労働者が通常

の労働に従事していたのであれば，その労働者は，

直前の期間中に働いた労働時間数の平均にしたがっ

て労働する権利を有すると判示した。

まず，このことは，1994年に，アグフア社と

スホールデルマンさんとの聞の画期的な事件で，

オランダ最高裁によって承認された。スホールデ

ルマンさん(女性)は，数年間にわたり，いわゆ

る「ゼロ時間契約jによって働き，時には，派遣

会社を通じて，派遣労働者として雇われていた。

これらの契約は，労働力不足を補うために，時閥

単位で雇われる人のために利用されてきたのであ

るo スホールデルマンさんは，期間の定めのない

契約の従業員と同一の労働に従事するのだが，賃

金は低く，地位の保障も少ないといった関係が続

いていた。最高裁は，最初に合意された契約の期

間は，確定的なものではないと結論づけた。当事

者が，実際に労働契約に与えた内容，最初の合意

とは異なった内容に意義を見いださなければなら

ないとされた。最高裁は，また，異なる賃金を正

当化する客観的な事由が存在しないならば，同一

の条件のもとでの同一の労働に対する向ーの賃金
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という一般に受け入れられている原則が考患に入

れられなければならないという結論を下した10)。

前者の準刻は新しいもので、はなかったが，このよ

うに原則として定式化されたことはなかった。同

一労働問一賃金原則は，労働法学界の中で，以前

には，男女聞の賃金格差の問題以外では，詳しく

議論されてこなかった。この点は，本稿の主題か

ら離れるが，新しい議論に途を開いている。

「柔軟性と保障法jは，呼び出し契約の労働者

が，常に，裁判に訴えなければならないというこ

とを防ぐために，この呼び出し契約の労働者の地

位を強化することを目的としている。しかし，一

般原則を定めるのは難しい。そのため，民法典で

は，二つのいわゆる「事実の推定Jが採用された。

・民法典第7編 610a条:労働者が，連続する

3カ月間の間，毎週，あるいは少なくとも月に

20時間，他人のために，労働に従事する場合に

は，この労働が，労働契約に基づいていることが

推定される。

・民法典第7編 610b条:労働契約が少なくと

も3カ月間存続する場合には，契約された労働時

間数は，どの月でも，直前の3カ月q月平均労働

時間数に等しいものと推定される。この新しい条

項は，使用者が労働者の労働時間数を減らそうと

する場合には，重要な効果を有するのである。

両方の場合において，使用者は，一時的な労働

増加とか季節的な労働であるとかの，異なる合意

がなされていることを立証することは可能であるO

この場合，使用者は，このことを証明せねばなら

ず，また上記の理由による合意が労働者にとって，

契約内容の適正化や勤務時間表のいっそうの明確

化を促進することになることも立証しなければな

らない。

二つ自の措置は，労働者に与えられる労働が存

在しない場合に，使用者が，労働者に賃金を支払

う義務を契約で免れることは難しくなったという

ことであるo この義務は，今後は，契約期間の最

初の6カ月間(適用される労働協約がより長い期間

を定めることができるが)に対してだけ，契約で
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免除されることができる(民法典第7編 628条)。

呼び出し契約の労働者に対する3番目の改善点

は， 1図の呼び出しごとに少なくとも3時間分の

賃金を支払う義務である。この義務は， 1週間に

15時間以下の呼び出し契約で，正確な勤務時間

帯が不確実な場合とか，全体の労働時間数そのも

のが不明確な場合といった労働時間数の少ない契

約において，使用者に課されているO その目的は，

これらの労働者は， 1時間の労働のために呼び出

しを受けることを待ちながら電話のそばに1日中

待機しているとか，きわめて短い時間働くために

移動することを余儀なくされてはならないからで

ある。

たとえば，ある労働者が，月曜日から金曜日ま

で毎日，午前の9時から11時まで，働く場合に

は，この準則は適用されない。この場合には，労

働者は， 1週に15時間以下しか働いていないが，

正確な勤務時間は特定されている。しかし，労働

者が， 1日に2時間働くが，勤務時間は予定され

ておらず，その日ごとに変わる場合には，この準

則は適用され，その労働者は，働く度に，3時間

分の賃金を支払われなければならない。

W 労働者派遣業

1975年以降，労働者派遣業に対する制限は，

段階的に，大規模に，縮小され続けてきた結果，

ほとんど廃止されるまでに至っている。1975年

に，労働者派遣業に対する公的規制jは，免許制度

に切り替えられた。労働者派遣業は，政府に事業

を実施する許可を求めるというものであったが，

政府は，この業務が，良好な運営がなされている

か否かを監視しようとした。政府は，社会保険料

が派遣会社によって支払われること，会社が適正

な運営を行っていることや，労働者が同一の企業

内で同ーの労働に従事している通常の労働者と向

ーの賃金を支払われていることを要求した。一部

の分野(たとえば，建設業)では，労働者派遣は，

監督不能な「関労働」という弊害の経験がかつて

あったために，絶えず禁止されてきた。その他の

分野では，派遣労働者は，最長3カ月の期間，利
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用することが認められてきた。その後，この最長

期間は，6カ月に延長され，結局は， 1年間が黙

認されていた。

しかし，年々，この形態の労働は，オランダで，

大変な人気を集めるようになった。実際，派遣労

働は，r労働者募集Jのー形態となってきた。他
方では，派遣労働者の法的地位は，不安定なまま

であった。例として，派遣会社は，派遣労働者と

労働契約を締結していることを否認した。しかし，

この形態の労働の増大と信用を獲得したいという

派遣会社の希望が，徐々に，変化をもたらした0

1980年代，一般労働組合が，労働者派遣会社業

界団体と派遣労働者のための全国規模の労働協約

を実現することに成功し，多くの裁判所が，派遣

労働者は働き始めた後は，労働契約という法的根

拠に基づいて労働していると考えるようになった。

最終的には，検事総長が，最高裁において，これ

が，先例的な法的見解であると論告したのであっ

た11)。業界団体も，この点について，以前の立

場を変更し， 1996年の労働組合との協約におい

て12)，派遣労働者は，労働契約に基づいて労働

しているという原則を受け入れた。これに対し

て，労働組合側は，労働者派遣会社を通常の使用

者として受け入れた。このことは，政府の特別な

監視を必要とはしないことを意味した。

1999年1月に，この協約が，r柔軟性と保障法」
の結果として，労働法典の中に，その第7編 690

条および691条の制定という形で，条文化された。

この第7編 690条は，r派遣契約」を特別な形式
の労働契約と定義している。その柔軟性は，派遣

労働のための契約期間の26週間経過以降には認

められる解雇規制(解雇予告)を，その最初の26

週間においては除外することと，この26週間の

期間中，派遣先企業が派遣契約を終了する場合に

は，派遣労働契約を即時に終了するという条項を

同意の上で定めることができるという内容によっ

て表現されている。このような条項が存在する場

合には，派遣労働者は，いつでも，その派遣労働

契約を終了することが認められている。この26

週間という期間は，労働協約によって延長するこ

とが可能である。

法律上の問題は，この期間を延長する労働協約

日本労働研究雑誌

を締結する労働組合の組合員ではない労働者は，

労働大臣がその労働協約を拡張していない場合に，

この民法典の例外条項に拘束されるかということ

であるO 実際には，派遣労働者で組合員ではない

ものは多くはない。法律家の多くは，労働者は，

その協約に拘束されるという見解を採っているが，

ほとんどの場合は，運用の実態、を理由としているO

理論的には，この点は，オランダの労働協約立法

制度のもとで，解明することは容易で、はない。

派遣労働者のための新しい労働協約(1999---

2001年度)においては，重要な例外規定が設けら

れた。法律の予定する例外期間が，26週間から1

年間場合によってはそれ以上に延長されたのであ

る。見返りに，労働組合は，派遣労働者が派遣会

社のために26週間以上働く場合には，派遣労働

者のための職業訓練の権利と年金制度への加入を

獲得した。大きな労働者派遣会社は，今後は，よ

り長期間，派遣労働者を雇うであろうと予測され

ているO

これらの労働者派遣会社は，今日では，一般に

受け入れられているということで，許可制度は，

1998年7月1自に，新しい「労働者派遣法jに

よって廃止された13)。

労働者派遣会社は，今や，他の企業と同様に，

自由に事業ができる。新法においては，二つの原

則だけが，存続している。第1の原則は，派遣労

働者は，争議行為に代替するために用いられでは

ならないということである。第2の原則は，派遣

労働者の賃金は，労働が行われている企業の従業

員として同一の労働を行っている労働者の賃金と

同一でなければならないことであるO しかし，後

者の原則は，労働協約(派遣先企業の協約あるいは

労働者派遣会社の協約)によって，適用除外が認

められる。労働者派遣会社は，独自の雇用政策を

展開する使用者であるという主張によって，別個

の賃金政策を用いることができるのであるO 労働

者派遣会社は，時には，数年にわたって，労働者

を雇い続け，連続して，異なる企業に労働者を派

遣することがあるO それゆえ，労働者派遣会社は，

労働者を自己の会社に拘束しておくために，労働

者に，より多くの勤続による優遇，より良好な待

遇そしてより高い賃金を与えようとするのである。
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VI 新立法の評価

「柔軟性と保障法jに対する最初の反応は，同

法が，解雇規制を以前よりももっと複雑にしたと

いうものであった。新法導入後の数カ月間の概況

によれば，新法は，有期労働契約を促進する目的

を有していたが，多くの使用者は，有期労働契約

を用いることに抵抗があったようだ。使用者は，

法律上の問題を防止するために，しばしば，労働

者派遣会社からの派遣労働者を雇うことを選択し

た。しかし，これは，新立法に対する硬直的な態

度であるo すべての人に問題を明確にするには，

時間がかかるであろうo 本当の成果は，長期的に

観察されなければならない。

第2の現象としては，労働者派遣会社の労働者

たちが，この業界での新しい労働協約の成果とし

て， 1999年 7月1日に，期間の定めのない契約

を獲得しようとしたことである。これら労働者は，

この期日以前に解雇されていた。全国労働組合で

あるFNVは， 1999年春に， 1万人の労働者の地

位が危うくなっていると警告を発していた。その

後，業界団体が，1500人の労働者殺，解雇され

ると公表した。これらの労働者は，長い目で見て，

雇用される可能性がないとみなされたのであった。

他の労働者は，期間の定めのない契約による労働

者として受け入れられた。

新しい立法の全体的な成果は，労働者派遣会社

が事業の自由を得たことであるように恩われる。

これは，ヨーロッパでは，唯一の例外をなすから

である。スウェーデンだけがこの種の自由主義的

な制度を有するが，他の国では，依然として，多

くの制限を設けている。しかし，これは，関係す

る労働者の地位を改善する労働協約によって補わ

れている。

今や，オランダは，二つの制度を有している。

一方で、は，正規の(期間の定めのない契約を有する)

労働者の解雇を規制するための政府の強力な立場，

他方では，他の形態、の労働関係に対する高水準の

柔軟性である。

今後，解雇手続は，絶えず，議論の対象となる

ように思われる。社会問題・雇用大臣は，政府に
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よるあるいは裁判所による正規労働者の解雇の規

制に関連して，r解雇規制の二重制度」に関する
評価検討委員会をすでに設置している。しかし，

柔軟な契約形態の労働者の地位もまた，検討の対

象とされなければならない。その結論が明らかに

なるには，長期の作業を要するであろうo

一部の国の政府は，オランダ政府をうらやまし

くみているようだ。それは，労働組合が，失業に

関する行き詰まり状態を打開するために，長期に

わたって獲得されてきた既得権を積極的に交渉の

組上にのせていることを理由としている。また，

ヨーロッパのレベルでは，使用者団体と労働組合

の関の協調関係が，このレベルでの一部の協約の

おかげで，発展してきている。イギリスでは，政

府は，労働法の柔軟化を促進している。ドイツで

は，それが，激烈に議論されている。この間，ベ

ルギー，フランスその他の国においては，労働市

場によりいっそうの柔軟性を導入することへの抵

抗は，依然として，強いものがあるo そこでは，

労働契約におけるよりいっそうの柔軟性の導入は，

労働法制度を損なうという懸念が大きいのである。

オランダでは，現在では，関心の的は，いわゆ

る外部的柔軟性(柔軟な契約，解雇)から，内部

的柔軟性(企業内での移動性)に移ってきている

ようである。労働者は，企業が労働と個人生活の

関の調和を探求することを強く要求するようになっ

ており，企業は，労働者が労働現場における適応

性により融通を持たせることを要求しつつある。

*本論文は，2000年の.TIL国際労働法フォーラムでの報
告を基にして，2002年現在の改訂を行った。

1) *算出法は前期より変更。出所 OECD，Ecorwmic

Ouik>ok66，December1999，p.195.1999年値は予測値。

2)民間部門の労働力の比率。出所 OECD，Eco-rwmic

OuLlook66，December1999，p216andOECDEmployment

Outlook2002.EUの1990年値は，1991年のもの。

3)1999年第3四半期のデータ。出所:オランダ中央統計

局。

4)失業率は，1971年の1.3%から，1980年には6.0%に，

1983年には12.0%にまで上昇した。1983年以降は，再び

低下した。出所 OECD，Eco-rwmic0叫look50，Paris

1991.

5)数字は以下の文献による。W.vanEeckhoute，“Aspecten

vanflexibilisering"，in:F.J.L.Pennings(red.)，Fle-

xibiliseバηgvαnhetsoc白瓜γ'echtinBelgienNedeγbηd，

Deventer:Kluwer1998，pp.1・7，6.

6)パートタイム労働についての基本合意に関する1997年
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(DinglerlMerkelbach).

9}数字は以下の文献による。I.Plets& D.deWolff，・'De

oproepovereenkomstnaarBe1gischenNederlandsrecht'，

in:F.J.L.Pennings(red.)，Flexibiliseri旬。vαnhet
soc句αlrechtinBelgi側 Ned例制d，Deventer:Kluwer

1998，p.31-61，32.
10}Dutch Supreme Court 8 April 1994，Nederlandse

Jurisprudentie(Dutch Case-law)1994，no. 794(Agfa-
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Gev総 rtvs.Schoolderm副).

u)コープマン検事総長論告(1996年 4月 7日)。

初旬rudentie A伽倫旬cht(Case-law Labor Law)

19961168. この毒事件では，訴えが取り下げられたため，

最高哉は，判決を下さなかった。

12}この協約は，産業分野レベルで締結されたが.柔軟性と

保障に関する全国規僕の協約と連動していた。

13}労働者派違法については，以下参照。Staa帥 lad

(Bulle血 ofAc匂組d白ders}19弼，306.

(訳大和田敢太・滋賀大学経済学部社会システム

学科教授)

G田町J.J.B倒幽_v岨ライデン大学法学部教授。
労働法専攻。

オランダ民法典(抜粋)

第7篇特別な契約

第10章労働契約
も

第 1節一般規定

第610a条

他人の利益のために，連続する3カ月の間，毎

週，あるいは月に20時聞を下回らない時間，他人

から賃金を受け，労働を遂行するものは，労働契

約に服する労働を遂行するものとみなされる。

第6l0b条

労働契約が少なくとも3カ月間存続する場合に

は，契約された労働時間数は，どの月でも，直前

の3カ月の月平均労働時間数に等しいものとみな

される。

第2節賃金

第628条

1 使用者の責に婦せられるべき事由に基づき，

労働者が，契約された労働を遂行しなかった場合

には，労働者は，時間単位で定められた賃金の権

利を保持する。

日本労働研究雑誌

2 労働者が，法律による定められた保険に基

づく，あるいは保険政策に基づく，もLくはその

加入が約定されていたあるいは労働契約から生じ

る基金から，何らかの金銭給付の資格を有する場

合には，その賃金は，その金銭給付額から控除さ

れる。

3 賃金が時間単位以外の方法で定められてい

る場合には，本条項の規定は以下の条件で適用さ

れる一一ーその賃金は，労働者がその期間中得るこ

とができた平均賃金を意味するとみなされる。

4 しかし，その賃金は，労働者が労働を遂行

しなかったことにより軽減できた出費額を控除さ

れなければならない。

5 労働契約の最初の6カ月間，書面による契

約によってのみ. 1項から4項までの例外が，労

働者の利益に反して認められうる。

6 第668a条の意味における労働契約の継続の

場合において，第5項の例外は，全体として6カ

月を超えない期間，約定されうる。

7 第5項に基づく期間の満了時に，労働協約

だけによって，あるいは権限を有する公の機関に

よりその立場からなされた監督だけによって，本

条の例外が，労働者の利益に反して認められうる。

89



第628a条

l 週あたり15時間以下の労働時間数が約定さ

れ，そして，労働が遂行きれなければならない勤

務時間帯が特定されていない場合，あるいは労働

者が労働する時間数が明確には約定されていない

場合には，労働者は，労働者が労働を遂行した時

間数が3時間以下の場合の各期間中について，労

働者は3時間の労働を遂行したならば得たであろ

う賃金の権利を有する。

2 この条項については"労働者の利益に反す

るいかなる例外も認められない。

第5節 労働契約における特別の規定

第652条

1 当事者が試用期間を約定した場合には，両

当事者は平等に試用として扱われなければならな

しE。

2 試用期間は，書面によって合意きれなけれ

ばならない。

3 期間の定めのない労働契約を発効するに際

して， 2カ月を超えない試周期間が合意されるこ

とができるo

4 期間の定めのある労働契約の発勅に際して，

試用期間は，以下の期間を超えずに，合意される

ことができる。

a 2年以下の期間で合意されている場合には，

1カ月

b 2年以上の期照で合意されている場合には，

2カ月

5 期関の定めのある労働契約の満期が，暦臼

に設けられていない場合には， 1カ月を超えない

試用期間が合意されうる。

6 労働者の利益に反する，第4項a号，およ

び5項の例外は，労働協約によって，あるいは権

限を有する公の機関だけによってなされることが

できるO

7 試用期間が両当事者にとって同一ではない，

あるいは2カ月よりも長い期間定められているい

かなる規定，および当事者が新たな試用期間に入

り，その結果として，合わせた試用期間が2カ月

を超えることになるすべての規定は，無効で、ある。
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第9節労働契約の終了

第668a条

a 同一の当事者間において，期間の定めのある

労働契約が，36カ月以上にわたって，最大3カ月

の間隔を置いて，繰り返した時から，最終の労働

契約が，その時点、から，期間の定めのないものと

して，発効したとみなされる。

b 同一の当事者間において，3問を超えて期間

の定めのある労働契約が，3カ月を超えない問摘

を置いて，繰り返した時から，最終の労働契約が，

期間の定めのないものとして，発効したとみなさ

れる。

2 第1項は，遂行される労働に関して，お互

いに継承者とみなされなければならない異なる使

用者とl人の労働者の関の，継続する労働契約に

対しでも，準用し，適用されなければならない。

3 第 1項a号および前項は，同一の当事者間

で36カ月以上にわたって発効していた労働契約に

郎刻に継続して， 3カ月を超えない期間で発効し

た労働契約には適用されない。

4 解雇予告の期間は，第1項のa号あるいは

b号に規定された最初の労働契約が効力を生じた

時から，計算されるo

5 労働者の利益に反する，第1項から4項で

の例外は，労働協約だけによって，あるいは権限

を有する公の機関だけによってなされることがで

きるO

第11節派遣契約

第690条

派遣契約は，使用者の職業あるいは事業の遂行

の枠内において，労働者が，第三者によって使用

者に認められた業務の契約によって，第三者の監

督および指揮のもとで，労働を遂行するために，

使用者によって，第三者に委ねられる労働契約で

あるO

第691条

1 第668a条は，労働者が26週間を超える期

間，労働を遂行したならば，派遣契約に適用され

る。
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2 派遣契約においては，第690条に基づき，

第三者のために使用者によって労働者を派遣する

ことは，第三者の要請により終了するものである

から，その契約は，法律により終了すると書面に

規定される。この条文に基づく規定が，派遣契約

に含まれているならば，労働者は，その契約の終

了を直ちに通告することができる。

3 労働者が，26週間を超える期間，使用者の

ために労働を遂行したならば，第2項に基づく規

定は，もはや効力を有しない。この期間の満了の

際に，第2項に基づき告知をなす労働者の権利は，

消滅する。

4 第1項および3項に基づく期間の算定に際

しては， 1年を下回る間隔を置いて，労働が遂行

された連続する期間は，同じく，計算される。

5 第1項および3項に基づく期間の算定に際

しては，遂行された労働に関して，お互いに継承

者とみなされなければならない異なる使用者のた

めに労働が遂行された期間については，同じく，

計算される。

6 本条は，使用者および第三者が，民法典第

2篇第24b条に基づくようなグループの一部をな

しており，あるいは第2篇第24a条に基づくよう

な一方が他方の子会社である場合の派遣契約には

適用されない。

7 第1項，3項，4項および5項に基づく期間

について，労働者の利益に反する例外は，労働協

約だけによって，あるいは権限を有する公の機関

だけによってなされる規制によってなされること

ができる。

(訳 大和田敢太・滋賀大学経済学部社会システム

学科教授)

記

1日本労働研究雑誌;j2003年特集テーマ予定

掲載号 特集テーマ 原稿締め切り日

2003年

5月号

6月号

7月号

8月号

「雇用システムの変化と能力開発j

fNPOと労働j

「失業」

「キャリア・カウンセリングJ

2003年 1月1日

2月1白

3月1日

4月1臼
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